
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

１ 現状 

（１）地域の災害リスク 

 （既住災害の状況） 

 【羽幌町地域防災計画（計画編）－Ｐ１９】 

  当町では、過去の災害記録から、主な災害は、台風、集中豪雨等による風水害、強風によ 

る火災、融雪害、冷害等があげられるほか、高潮や地震・津波災害による被害も記録されて 

いる。 

 気象災害の発生は、暴風雨及び融雪出水による河川の洪水が多く、次いで天候による冷害 

並びに火災である。また、太平洋などの熱帯域で発生する台風は、平年では本道へ１年に２ 

個ほど接近し、２年に１個程度が上陸する。ところが、平成２８年８月には５個の台風が本 

道に接近し、そのうち３個が上陸しており、風又は集中豪雨による被害の発生に留意する必 

要がある。 

 

 （地 震） 

 【羽幌町地域防災計画（計画編）－Ｐ１９～Ｐ２１】 

  北海道地方の地震は、大きく、千島海溝や日本海溝から陸側へ潜り込むプレート境界付近 

 やアムールプレートの衝突に伴って日本海東縁部付近で発生する海溝型地震とその結果圧縮 

 された陸域で発生する内陸型地震の２つに分けることができる。 

  海溝型地震はプレート境界そのもので発生するプレート間の大地震と「平成５年（１９９ 

３年）釧路沖地震」のようなプレート内部のやや深い地震からなる。 

 内陸型地震として想定しているものは、主に内陸に分布する活断層や地下に伏在している 

と推定される断層による地震や過去に発生した内陸地震などである。 

 

①海溝型地震（日本海東縁部） 

 日本海の東縁部にはプレート境界であると考えられており、その境界には東西方向の圧縮 

力のために「歪み集中帯」と呼ばれる活断層・活褶曲帯が形成されている。ここでは、北海道 

南西沖、積丹半島沖及び留萌沖の領域で歴史地震があり、逆断層型の地震が起きている。こ 

れらの領域とサハリン西方沖の間の北海道北西沖は歴史的に大地震が知られていない領域で 

ある。 

 なお、これらは太平洋側の海溝型地震に比べ、発生間隔は長いと考えられている。 

○「平成５年（１９９３年）北海道南西沖地震」 

 北海道南西沖では、１９９３年にＭ７．８の地震が発生している。地震に由来する海底堆 

積物の解析などから、地震は５００年～１４００年程度の感覚で発生すると想定されている。 

○積丹半島沖 

 積丹半島沖では、１９４０年にＭ７．５の地震が起きている。地震に由来する海底堆積物 

の解析などから、１４００年～３９００年程度の感覚で発生すると想定している。北海道南 

西沖及び積丹半島沖の地震は直近の発生からの経過時間が短いため、切迫性は小さいとみら 

れている。 

○留萌沖 

 留萌沖では、１９４７年にＭ７．０の地震が起きている。また、１７９２年後志の津波（Ｍ 

７．１）もこの地域で発生した可能性が大きいと考えられ、Ｍ７クラスの地震が発生する領 



域とみられている。 

○北海道北西沖 

 北海道北西沖は、歴史地震などの記録はない。具体的な地域の特定が難しいが、利尻トラ 

フの地震性堆積物（タービダイト）の解析から３９００年程度の間隔で発生すると想定され 

ている。直近の発生は２１００年程度前とされ、Ｍ７．８程度の地震が発生すると考えられ 

ている。 

②内陸型地震 

ア．活断層帯 

○増毛山地東縁断層帯 

 増毛山地東縁断層帯は、沼田町から北竜町・雨竜町・新十津川町・浦臼町を経て月形町に 

かけて分布する。西に傾く逆断層と推定され、Ｍ７．８程度の地震が想定されている。３０ 

年以内の地震発生確率は最大で０．６％で、この値は我が国の主な活断層の中ではやや高い 

グループに属する。 

○沼田－砂川付近の断層帯 

 沼田－砂川付近の断層帯は、沼田町から滝川市・砂川市にかけて分布すると推定されてい 

るものである。存在するとすれば、東側隆起の逆断層でＭ７．５程度の地震を起こすと考え 

られている。最新活動期は不明である。 

イ．既住の内陸地震 

○道北地域 

 道北地域は、留萌地方から上川北部・宗谷地方にかけての定常的な地震活動が活発な地域 

である。この地域では１８７４年にＭ６．５の地震が発生するなどＭ６かこれよりやや小さ 

い地震が発生している。 

 

 

（津 波） 

  津波浸水想定区域図は、今後、北海道で起こることが想定される地震による津波のうち、 

当町に大きな影響を与える６つの津波を選び、その中で最も大きな浸水範囲、基準水位を表 

示したものである。 

 

 

  右図の羽幌市街ハザード 

マップによると、中心市街地 

は浸水範囲に含まれていな 

いものの、沿岸部及び福寿川 

沿いは、基準水位３ｍ未満の 

浸水域となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：羽幌市街ハザードマップ） 



 

  右図の天売島ハザードマ 

ップによると、住宅密集地は 

浸水範囲に含まれていない 

ものの、天売港は基準水位５ 

ｍ未満、前浜漁港は基準水位 

３ｍ未満の浸水域となって 

いる。 

 

 

 

 

 

 

右図の焼尻島ハザードマ 

ップによると、住宅密集地は 

浸水範囲に含まれていない 

ものの、焼尻港・西浦漁港に 

おいては、基準水位５ｍ未満 

の浸水域となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

【羽幌町地域防災計画（計画編）－Ｐ２２～Ｐ２６】 

 北海道地方は、１９９３年の北海道南西沖地震や「平成１５年（２００３年）十勝沖地震」 

をはじめ、津波による多くの犠牲者と甚大な被害を被っている。 

 このため、道は、津波発生時における住民の避難対策の強化を図るとともに、北海道沿岸 

地域に影響を及ぼす海域の地震による津波に対する対策の強化を図るため、想定される最大 

地震津波に対応した北海道沿岸域における詳細な津波浸水予測及び被害想定を行っている。 

また、２０１１年３月１１日に発生した「平成２３年（２０１１年）東北地方太平洋沖地 

震」を踏まえ、津波堆積物調査などの科学的知見により、あらゆる可能性を考慮した最大ク 

ラスの津波の想定を行い、各海域の想定の見直しに取り組んでいる。 

①津波浸水想定の設定 

 北海道では、北海道日本海沿岸に影響を及ぼす津波の浸水予測について、平成２２年３月 

に設定しているが、東日本大震災を踏まえ、津波堆積物調査など科学的根拠に基づき、あら 

ゆる可能性を考慮した最大クラスの津波を想定することとし、津波浸水予測図の点検・見直 

しを進めてきた。見直しに当たっては、北海道立総合研究機構地質研究所が平成２４年度か 

ら２５年度に実施した津波堆積物調査の結果を踏まえ、国が公表した津波断層モデルを基本 

としながらも、道として平成５年（１９９３年）北海道南西沖地震津波の経験等を踏まえた 

視点を加えた上で津波断層モデルを設定し、平成２８年度に日本海沿岸の津波浸水予測図を 

（出典：天売島ハザードマップ） 

（出典：焼尻島ハザードマップ） 



見直し、「津波防災地域づくりに関する法律」に規定する津波浸水想定とした設定をした。 

②津波浸水予測・被害想定調査（平成２１年度） 

 日本海沿岸における津波被害想定については、今後、北海道において、平成２８年度に設 

定した津波浸水想定に基づき、進められていく予定であるが、平成２１年度に設定している 

津波浸水予測に基づく被害想定の計算は、次のとおりである。 

ア．北海道北西沖（沖側）の地震 

 礼文島の西海岸で１０ｍを超える津波が到達するほか、津波水位が礼文島全海岸、利尻 

島、増毛町で５ｍを超え、石狩市以北で３ｍ以上になる。１ｍ以上の水位上昇が生じる時 

間は、最も早い礼文島で３０分前後となる。 

 イ．北海道北西沖（沿岸側）の地震 

   稚内市～初山別村及び積丹町、利尻町の海岸で津波水位が５ｍを超える場所もある。礼 

文島、天売島、焼尻島は波源域に位置することから、地震発生直後に津波が到達すること 

が想定されるなど、本町において、地震に伴う津波の影響が最も大きい。 

 なお、羽幌町以北でも地震発生後２０分以内に初期水位から１ｍ以上の水位上昇が生じ 

る。 

 ウ．留萌沖の地震 

   石狩市、増毛町、積丹町の海岸で津波水位が３ｍを超える場所がある。１ｍ以上の水位 

上昇が生じる時間は波源に近い後志総合振興局、留萌振興局の海岸で早く、天売島、増毛 

町、古平町、積丹町、神恵内村で２０分以内に生じる。 

 エ．神威岬沖の地震 

   積丹町の海岸で津波水位が３ｍを超える場所がある。１ｍ以上の水位上昇が生じる時間 

は波源に近い後志総合振興局、檜山振興局の海岸で早く、神恵内村～せたな町及び奥尻島 

北部で２０分以内に生じる。 

 オ．北海道南西沖地震 

   奥尻島の南西海岸及びせたな町で１０ｍを超える津波が到達するほか、津波水位が八雲 

町～寿都町の海岸で５ｍを超え、上ノ国町～積丹町で３ｍ以上になる。１ｍ以上の水位上 

昇が生じる時間は、奥尻島及びせたな町で１０分以内、松前町～神恵内村で２０分以内と 

なる。 

 カ．青森県西方沖の地震 

   上ノ国町で津波水位が５ｍを超えるほか、せたな町～松前町の海岸で津波水位が３ｍを 

  超える場所がある。１ｍ以上の水位上昇が生じる時間は波源に近い檜山振興局、渡島総合 

振興局の海岸で早く、奥尻島及び松前町で１０分以内、せたな町以南で２０分以内となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）商工業者の状況 

  ・商工業者等数   ４３７事業所（独自データ・平成３０年４月１日現在） 

  ・小規模事業者数  ３８８事業所（平成２６年度経済センサス） 

  【内訳】 

業  種 商工業者数 小規模事業者数 備  考 

建設業 ４８ ４８ 町内に広く分散 

製造業 １６ １６    〃 

卸売業・小売業 ９６ ８７ 市街地に集中 

飲食店・宿泊業 ８８ ８８    〃 

サービス業 ３８ ３８    〃 

その他 １３１ １１１ 町内に広く分散 

定款会員になり得る事業所等 ２０ －  

計 ４３７ ３８８  

 

（３）これまでの取組 

 １）当町の取組 

項  目 年 月 備  考 

羽幌町地域防災計画の策定 Ｓ４５ Ｈ３１．１修正 

防災訓練の実施 Ｒ１．９ 年１回・防災週間時に実施 

羽幌町防災備蓄計画の策定 － 備蓄食料 

（食料品） 

１日３食、３日分を目標に備蓄 

１０，８００食を目標に備蓄 

・アルファ米・缶入りパンなど 

（生活必需品） 

食料品と同様に３日分の備蓄を 

目標 

羽幌町津波避難計画の策定 Ｈ２５．２ Ｈ３１．３一部修正 

 

 ２）当会の取組 

項  目 年 月 備  考 

災害時における応急生活物資の調達

に関する協定 
Ｈ２０．１２ 羽幌町と協定締結 

事業者ＢＣＰに関する国の施策周知 Ｈ３０．９ チラシ配布 

中小企業強靭化法及び火災共済制度

の周知 
Ｒ１．９ 広報記事掲載 

 

 

 

 

 

 

 



２ 課題 

  ・緊急時の取組についての定めが漠然としており、協力体制の重要性について具体的な体 

制や危機管理マニュアルの作成及び整備がされていない。 

  ・実施推進体制の構築及び責任者の強いリーダーシップの下での推進が必要となるが、平 

時、緊急時の対応を推進するノウハウをもった人員が十分ではない。 

  ・支援計画の考え方や内容が職員間で浸透するための訓練や教育が行われていない。 

  ・保険、共済に対する助言、指導を行える当会経営指導員等職員が不足している。 

 

３ 目標 

  ・地区内小規模事業者に対し災害リスクを認識させ、事前対策の必要性及び事業継続力強 

化計画の作成を周知する。 

  ・災害発生時における連絡体制を円滑に行うため、当会と当町との間における協力体制マ 

ニュアルを構築する。 

  ・災害発生後、速やかな復興支援策が実施されるよう、組織内における体制、関係機関との 

   連携体制を構築する。 

 ○成果目標 

業  種 商工業者数 小規模事業者数 
策定目標 

備考 
事業継続力強化計画 

建設業 ４８ ４８ ５  

製造業 １６ １６ ３  

卸売業・小売業 ９６ ８７ ９  

飲食店・宿泊業 ８８ ８８ ９  

サービス業 ３８ ３８ ４  

その他 １３１ １１１ １０  

定款会員になり得る事業所等 ２０ － －  

計 ４３７ ３８８ ４０  

 ※策定目標については、商工会における他業務や職員の人員体制を考慮した上で、概ね４期 

  （２０年）で小規模事業者全ての事業継続力強化計画策定を目標として目指すが、今期５ 

  年では事業継続力強化計画策定の重要性についての浸透を図り、事業継続力強化計画策定 

目標は１０％程度を見込む。２期目以降は事業継続力強化計画策定の認知状況を踏まえて 

  策定割合を３０％程度に引き上げていくよう設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○実施目標 

項 目 目  的 目  標 

事前対策の必要

性・災害リスクの

周知 

地区内小規模事業者に対し災害リス

クを認識させる セミナー開催 年１回 

事業継続力強化計

画策定に関する指

導及び助言 

地区内小規模事業者に対し災害発生

時における事業継続力強化計画の重

要性を認識させる。 

セミナー開催 年１回 

協力体制マニュア

ルの構築 

当会と当町との間に災害発生時にお

ける連絡を円滑に行うマニュアルの

構築 

担当課との会議

開催 
年３回 

危機管理マニュア

ルの構築 

当会の災害発生時における危機管理

マニュアルの作成及び事業継続計画

の策定 

勉強会開催 年１回 

連携体制の推進 組織内や関係機関と、災害発生後速や

かな復興支援策が実施できるよう体

制の構築 

当会と当町との

連絡会議開催 
年１回 

保険・共済に対す

る助言 

保険・共済に対する助言を行える当会

経営指導員等職員の育成 

 

勉強会開催 年１回 

普及啓発 

セミナー開催 
年１回 

 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

５ 事業継続力強化支援事業の実施期間  （令和２年４月１日～令和７年３月３１日） 

 

６ 事業継続力強化支援事業の内容 

  ・当会と当町の役割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

羽 幌 町 羽幌町商工会 

防災関連の情報提供 セミナー・個別相談会の開催事業 

事業継続力強化計画策定に係る 

助言・指導 

事業継続力強化計画策定に係る 

支援・フォローアップ 

災害リスクの周知 

関係団体との連携 

防災訓練の実施 

応急対策時の対策及び復旧支援 

 

 （１）事前の対策 

  ・平成２０年１２月に締結した「災害時における応急生活物資の調達に関する協定書」に 

ついて、本計画との整合性を整理し、災害発生時に混乱なく応急対策等に取り組めるよ 

うにする。 

 

   ア．小規模事業者に対する災害リスクの周知 

     ・巡回支援時に、災害ハザードマップ等を使用しながら、事業所の自然災害等のリ 

スク及びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水害・災害 

補償等の損害保険・共済加入等）について説明する。 

     ・町広報、ホームページ（当会・当町）等において、本計画を公表するほか、国の施 

策の紹介や、リスク対策の必要性、損害保険の概要、事業者ＢＣＰ（事業継続力強 

化計画）策定に積極的に取り組む小規模事業者の紹介等を実施する。 

     ・小規模事業者に対し、事業者ＢＣＰ（事業継続力強化計画）策定による実効性のあ 

る取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を実施する。 

     ・事業継続の取組に関するノウハウを有する専門家を招聘し、小規模事業者に対す 

るＢＣＰ策定セミナーや、損害保険会社による普及啓発セミナー等を実施する。 

 

   イ．商工会の事業継続計画の作成 

     ・当会は、令和３年４月までに事業継続計画を策定予定。 

 

   ウ．関係団体との連携 

     ・全国商工会連合会「全国商工会会員福祉共済」により連携をしている、東京海上日 

動火災保険株式会社に専門家の派遣を依頼し、会員事業者以外も対象とした普及 

啓発セミナーや損害保険・共済加入の紹介等を実施する。 

     ・関係機関への普及啓発ポスター掲示依頼、セミナー等の共催依頼を実施する。 

 

 

 



   エ．フォローアップ 

     ・小規模事業者に対する事業者ＢＣＰ（事業継続力強化計画）策定後のフォローは、 

      巡回支援のヒアリングにより取組状況確認をし、ヒアリングで収集した情報は当 

会と当町で共有し、指導・助言にて改善点等についてフォローアップを行い、必 

要に応じて、専門家や各支援機関と連携するなど迅速に対応する。 

業  種 商工業者数 小規模事業者数 
フォローアップ 

事業継続力強化計画 延べ回数 

建設業 ４８ ４８ ５ １０ 

製造業 １６ １６ ３ ６ 

卸売業・小売業 ９６ ８７ ９ １８ 

飲食店・宿泊業 ８８ ８８ ９ １８ 

サービス業 ３８ ３８ ４ ８ 

その他 １３１ １１１ １０ ２０ 

定款会員になり得る事業所等 ２０ － － － 

計 ４３７ ３８８ ４０ ８０ 

 

   オ．当該計画に係る訓練の実施 

     ・自然災害（Ｍ７の地震）が発生したと仮定し、当会と当町との合同で、連絡ルート 

（電話、ＦＡＸ、メール、ＳＮＳ等）の複数連絡体制等の確認を実施する。 

・訓練においては、年１回定期的に実施する。 

実施時期 商工会館防災訓練と合わせて年１回実施 

訓練内容 
発災後の連絡手段等の確認 

発災後の指示命令系統・連絡体制の確認 

訓練連絡先 羽幌町商工観光課 

 

   カ．発災時における被害報告基準について 

     ・被害認定基準及び被害額（合計、建物、設備、商品等）の算定方法については、あ 

らかじめ当町商工観光課と協議し、策定する。 

 

 （２）発災時の対策 

  ・自然災害等による発災時には、人命救助が第一であることは言うまでもない。そのうえ 

で、下記の手順で地区内の被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

   ア．応急対策の実施可否の確認 

     ・発災時１時間以内に職員の安否確認報告を実施する。 

      （電話、ＦＡＸ、メール、ＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否、大まか 

な被害状況（家屋被害や道路状況等）を当会と当町で共有する。） 

 

   イ．応急対策の方針決定 

     ・当会と当町商工観光課の間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決 

定する。 

     ・職員全員が被災する等により応急対策が出来ない場合の役割分担を決定する。 

     ・大まかな被害状況を確認し、５日以内に情報共有する。 



     ・配備体制及び被害規模の目安は下図を想定する。 

種別 配備の時期 配備要員 

出勤 

・広域にわたる災害の発生が予想される場合、若しくは被害が 

甚大であると予想される場合 

・町内に震度６弱以上の地震が発生したとき 

・予想されない重大な災害が発生したとき 

・気象特別警報が発表されたとき 

全職員 

警戒 
・局地的な災害が予想されるとき又は災害が発生したとき 

・町内に震度５弱又は５強の地震が発生したとき 

事務局長 

経営指導員 

準備 

・気象業務法に基づく気象に関する防災気象情報が発令され、 

 災害の発生が予想されるとき 

・町内に震度４の地震が発生したとき 

事務局長 

経営指導員 

 

     ・本計画により、当会と当町は下図の間隔で被害状況等を共有する。 

発災後～１週間 １日に３回共有する 

１週間～２週間 １日に２回共有する 

２週間～１ヶ月 １日に１回共有する 

１ヶ月以降 ２日に１回共有する 

 

 （３）発災時における指示命令系統・連絡体制 

  ・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告及び指揮命令を円 

滑に実施することが出来る仕組みを構築する。 

  ・二次災害を防止するため、被災地域での活動を実施することについて決定する。 

  ・当会と当町は被害状況の確認方法や被害額（合計・建物・設備・商品等）の算定方法につ 

いて、羽幌町防災計画（資料編）「資料７－１災害情報等報告取扱要領」の別表３に基づ 

き事前に確認をする。 

  ・当会と当町で共有した情報を、北海道の災害情報等報告取扱要領で指定する方法にて報 

告するほか、別途指示があった方法にて報告をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道経済産業局 
北海道 

留萌振興局 

羽 幌 町 

羽幌町商工会 

（北海道商工会連合会） 

 



 

 

 （４）応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援 

  ・相談窓口の開設方法については、当町と相談する。（当会は、国や北海道の依頼を受けた 

場合は、特別相談窓口を設置する。） 

  ・安全性が確認された場所において、相談窓口を設置する。 

  ・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を羽幌町防災計画（資料編）「資料７－１災害情 

報等報告取扱要領」の別表３に基づき確認をする。 

  ・応急時に有効な被害事業者施策（国や北海道、町の施策）について、地区内小規模事業者 

等へ周知する。 

 

 （５）地区内小規模事業者に対する復興支援 

  ・当町の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決定し、被災小規模事業者に対して支援を 

行う。 

  ・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援 

派遣等を、北海道や北海道商工会連合会等に相談をする。 

 

 （６）その他 

  ・本計画は、当会及び当町のＨＰ及び広報誌等において公表し、支援小規模事業者に対す 

る防災・減災対策についての周知を広く行うこととする。 

  ・本計画内容に変更が生じた場合は、速やかに北海道経済部中小企業課へ報告する。 

 

 

 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和５年５月１日現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町

村の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体

制／経営指導員の関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定す

る経営指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 経営指導員 篠原 隆宏   

  経営指導員 瀬川 洋樹  （連絡先は後述（３）①参照） 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  ※以下に関する必要な情報の提供及び助言等を行う 

  ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

  ・本計画に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

  羽幌町商工会 

  〒078-4103 北海道苫前郡羽幌町南３条２丁目３番地 

  ℡：0164-62-2209 / Fax：0164-62-5756 

  E-mail：haboro2@vesta.ocn.ne.jp 

 

②関係市町村 

 羽幌町役場 商工観光課 

 〒078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町１番地の１ 

 ℡：0164-62-1211 / Fax：0164-62-1219 

 E-mail：s-roudou@town.haboro.lg.jp 

 

羽幌町長 羽幌町商工会長 

 
 
 

羽幌町 商工観光課 

 
 
 

羽幌町 

総務課 

羽幌町商工会 

事務局長 １名 

法定経営指導員 ２名 

補 助 員 １名 

記帳 専任 職員 １名 

連携 

連絡調整 

連携 

確認 

mailto:haboro2@vesta.ocn.ne.jp


（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

必要な資金の額 250 300 300 350 350 

 

・専門家派遣費 

・セミナー開催費 

・チラシ作製費 

100 

100 

50 

150 

100 

50 

150 

100 

50 

200 

100 

50 

200 

100 

50 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

 

調達方法 

会費収入・国補助金・町補助金・事業受託料収入・事業手数料収入・雑収入 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


